
－１－ 

非公募施設の選定結果について 

 

 非公募とした３８施設について審査を行い，次のとおり候補者を選定しました。 

 なお，指定管理者の指定は，地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき，宇都宮市

議会の議決を経た後に行います。 

 

１ 総合福祉センター  指定期間５年間 

団体名称 

総 合 評 価

 

（適正・不適正）

施設効用の

最大限の発揮

（２０点）

経費の縮減 

 

（２点） 

住民の平等

利用の確保

（適正・不適正）

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会 適 正 ２２．６５／３０ ２．００／３ 適 正 

 

２ 障がい者福祉センター  指定期間５年間 

団体名称 

総 合 評 価

 

（適正・不適正）

施設効用の

最大限の発揮

（２２点）

経費の縮減 

 

（２点） 

住民の平等

利用の確保

（適正・不適正）

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会 適 正 ２５．２９／３３ ２．００／３ 適 正 

 

３ 泉が丘ふれあいプラザ  指定期間５年間 

団体名称 

総 合 評 価

 

（適正・不適正）

施設効用の

最大限の発揮

（２２点）

経費の縮減 

 

（２点） 

住民の平等

利用の確保

（適正・不適正）

社会福祉法人飛山の里福祉会 適 正 ２５．２９／３３ ２．００／３ 適 正 

 

４ 障がい者作業所（２施設）  指定期間５年間 

団体名称 

総 合 評 価

 

（適正・不適正）

施設効用の

最大限の発揮

（２０点）

経費の縮減 

 

（２点） 

住民の平等

利用の確保

（適正・不適正）

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会 適 正 ２３．１１／３０ ２．００／３ 適 正 

 

５ 西鬼怒川地区グラウンドワーク活動センター  指定期間５年間 

団体名称 

総 合 評 価

 

（適正・不適正）

施設効用の

最大限の発揮

（２２点）

経費の縮減 

 

（２点） 

住民の平等

利用の確保

（適正・不適正）

特定非営利活動法人グラウンドワーク西鬼怒 適 正 ２７．４６／３３ ２．００／３ 適 正 

 



－２－ 

６ 自転車駐車場（８施設）  指定期間５年間 

団体名称 

総 合 評 価

 

（適正・不適正）

施設効用の

最大限の発揮

（２２点）

経費の縮減 

 

（２点） 

住民の平等

利用の確保

（適正・不適正）

社団法人宇都宮市シルバー人材センター 適 正 ２６．７９／３３ ２．５０／３ 適 正 

 

７ 文化会館  指定期間５年間 

団体名称 

総 合 評 価

 

（適正・不適正）

施設効用の

最大限の発揮

（２２点）

経費の縮減 

 

（２点） 

住民の平等

利用の確保

（適正・不適正）

財団法人宇都宮市文化会館管理公社 適 正 ２５．５０／３３ ２．２５／３ 適 正 

 

８ 飛山城史跡公園  指定期間３年間 

団体名称 

総 合 評 価

 

（適正・不適正）

施設効用の

最大限の発揮

（２２点）

経費の縮減 

 

（２点） 

住民の平等

利用の確保

（適正・不適正）

特定非営利活動法人飛山城跡愛護会 適 正 ２４．７５／３３ ２．００／３ 適 正 

 ※ 平成２１年度から新たに指定管理者制度を導入 

 

９ 体育施設（２２施設）  指定期間５年間 

団体名称 

総 合 評 価

 

（適正・不適正）

施設効用の

最大限の発揮

（２２点）

経費の縮減 

 

（２点） 

住民の平等

利用の確保

（適正・不適正）

財団法人宇都宮市体育文化振興公社 適 正 ２５．２５／３３ ２．２５／３ 適 正 

【凡例】 

表中「施設効用の最大限の発揮」及び「経費の縮減」欄内の（ ）は，市が設定する要求

水準を示す。 

 


